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健康保険証の新規発行廃止に伴う「直接的雇用を確認できる書類」の追加について 

 

 

 

健康保険被保険者証の新規発行が令和６年１２月２日より廃止されました。 

これに伴い、資格者証の交付申請や変更届出の際に必要な「直接的雇用を確認できる書類」 

として、従来の雇用確認書類に所属企業の雇用証明（確認）書が追加されました。 

 

概要につきましては、次のページをご覧ください。 

 

 

一般財団法人建設業技術者センター 

管理部管理課 

 



 

https://www.cezaidan.or.jp/managing/procedure/download.html

